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手

続

軽
自
動
車
・
バ
イ
ク
・
耕
運
機
な
ど

廃
車
・
変
更
な
ど
の
手
続
き
は
お
早
め
に

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

バ
イ
ク
、
小
型
特
殊
自
動
車
（
耕
運

機
等
）な
ど
を
使
用
し
な
い
場
合
や
、

譲
渡
し
た
場
合
で
も
手
続
き
を
し
な

け
れ
ば
元
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
住
所
が
変
わ
っ
た
場
合

も
変
更
手
続
き
が
必
要
で
す
。

ま
だ
手
続
き
が
済
ん
で
い
な
い
人

は
、
早
急
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
手
続
き
・
問
合
せ
先

吉
岡
町
の
ナ
ン
バ
ー
が
付
い
た
１
２

５
cc
以
下
の
バ
イ
ク
、
小
型
特
殊
自

動
車

役
場
財
務
課
税
務
室
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軽
二
輪
・
二
輪
の
小
型
自
動
車
・
軽

四
輪

【
軽
二
輪
（
１
２
５
cc
超
２
５
０
cc

以
下
）】

群
馬
県
自
動
車
整
備
振
興
会
　

牲
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１

【
二
輪
の
小
型
自
動
車
（
２
５
０
cc

超
）】

関
東
運
輸
局
群
馬
運
輸
支
局
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【
軽
四
輪
】

軽
自
動
車
検
査
協
会
群
馬
事
務
所
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登

録

平
成
21
・
22
年
度
登
録

吉
岡
町
小
規
模
工
事
等
契
約
希
望
者
登
録
申
請
手
続
き

こ
の
登
録
制
度
は
、
町
が
発
注
す

る
小
規
模
な
工
事
・
修
繕
・
業
務
委

託
・
建
設
資
材
、
物
品
・
役
務
の
購

入
な
ど
の
契
約
の
う
ち
、
競
争
入
札

参
加
資
格
審
査
申
請
に
よ
る
有
資
格

者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
人
も

契
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
小
額
で
内

容
が
軽
易
な
契
約
を
希
望
す
る
人
を

登
録
し
て
発
注
時
の
業
者
選
定
の
対

象
に
す
る
こ
と
で
、
地
元
業
者
の
受

注
機
会
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。

▼
登
録
の
で
き
る
人

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
（
他

の
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
）
ま
た
は

主
た
る
事
業
所
を
有
す
る
法
人
。

②
建
設
業
の
許
可
の
有
無
、
経
営
規

模
、従
業
員
数
な
ど
は
問
い
ま
せ
ん
。

▼
登
録
の
で
き
な
い
人

①
町
に
住
所
を
有
し
な
い
個
人
ま
た

は
他
の
市
町
村
に
本
店
ま
た
は
主
た

る
事
業
所
を
置
く
人

②
町
の
競
争
入
札
参
加
申
請
（
電
子

申
請
）
に
よ
り
有
資
格
者
名
簿
に
登

録
さ
れ
て
い
る
人

③
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
、
被

補
助
人
ま
た
は
破
産
者
で
復
権
を
得

て
い
な
い
人

④
希
望
職
種
を
履
行
す
る
た
め
に
必

要
な
資
格
・
許
可
を
有
し
な
い
人

⑤
町
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
を
滞
納

し
て
い
る
人

▼
登
録
者
の
取
り
扱
い

吉
岡
町
小
規
模
工
事
等
契
約
希
望

者
登
録
申
請
書
を
提
出
し
て
審
査
に

合
格
し
た
人
は
、
登
録
業
者
に
な
り

ま
す
が
、
改
め
て
通
知
を
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
町
が
発
注
す
る
小

規
模
な
工
事
・
修
繕
・
業
務
委
託
・

建
設
資
材
、
物
品
・
役
務
な
ど
の
購

入
契
約
業
者
の
選
定
の
対
象
に
な
り

得
ま
す
が
、
業
者
選
定
や
契
約
を
約

束
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
申
請
後
ま
た
は
登
録
後

に
町
の
契
約
の
相
手
方
と
し
て
不
適

当
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
登
録
を

抹
消
の
上
通
知
し
ま
す
。

▼
受
付
期
間

３
月
９
日
（
月
）
〜

３
月
31
日
（
火
）

▼
受
付
時
間

午
前
９
時
〜
午
後
５

時▼
申
請
用
紙
配
布
場
所
　
役
場
財
務

課
財
政
室
、
吉
岡
町
商
工
会

▼
申
請
場
所
　
役
場
財
務
課
財
政
室

▼
問
合
せ
先

役
場
財
務
課
財
政
室
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今月の納税
国民健康保険税・・12期
介護保険料・・・・12期
後期高齢保険料・・・９期

便利で確実な口座振替も利
用できます

納期限　３月31日(火)

４2009.３

税

金

土
地
・
家
屋
な
ど
を
お
持
ち
の
人

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日

（
賦
課
期
日
）
に
、
土
地
・
家
屋
・

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
人
に
課

税
さ
れ
る
税
金
で
す
。
平
成
21
年
度

の
課
税
基
礎
と
な
る
固
定
資
産
課
税

台
帳
の
閲
覧
が
で
き
ま
す
。
土
地
・

家
屋
な
ど
の
固
定
資
産
を
お
持
ち
の

人
、
特
に
前
年
中
に
土
地
を
取
得
し

た
人
や
、
家
屋
の
新
築
・
取
り
壊
し

を
し
た
人
は
、
課
税
台
帳
を
閲
覧
し

て
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
閲
覧
期
間

４
月
１
日
（
水
）
〜

平
成
22
年
３
月
31
日
（
水
）

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く

▼
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

▼
閲
覧
で
き
る
人

納
税
者
本
人
、

納
税
管
理
人
、
納
税
者
の
委
任
を
受

け
た
人
（
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選

任
届
が
必
要
）。
ま
た
、
閲
覧
の
際
、

印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

役
場
財
務
課
税
務
室
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渋
川
県
税
事
務
所
で
は
、
次
の
と

お
り
日
曜
窓
口
・
夜
間
（
延
長
）
窓

口
を
開
き
ま
す
。
納
税
や
納
税
相
談

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

▼
日
曜
窓
口

３
月
29
日(

日)

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分

▼
夜
間
窓
口

３
月
25
日(
水)
〜
27

日
（
金
）、
30(

月)

、
31
日(

火)
午
後

７
時
30
分
ま
で

▼
問
合
せ
先

渋
川
県
税
事
務
所

（
渋
川
市
金
井
３
９
５
）
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農

業

期
限
内
に
申
請
を

農
振
除
外
申
請
の
受
付
開
始

「
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す

る
法
律
」
は
農
業
振
興
地
域
に
お
け

る
優
良
農
地
を
確
保
し
、
農
業
の
健

全
な
発
展
の
た
め
、
他
用
途
へ
の
転

用
な
ど
を
制
限
す
る
た
め
に
定
め
ら

れ
た
法
律
で
す
。
町
の
農
地
の
大
部

分
は
農
業
振
興
地
域
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
社
会
情
勢
の
変

化
な
ど
に
よ
り
土
地
利
用
計
画
を
変

更
す
る
必
要
が
生
じ
た
時
に
は
、
緊

急
で
や
む
を
得
な
い
も
の
に
限
り
農

用
地
区
域
か
ら
の
計
画
変
更(

除

外
・
編
入)

を
す
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
町
で
は
、
昨
年
ま
で

年
１
回
２
月
の
受
付
を
行
っ
て
い
ま

し
た
が
、
今
年
か
ら
年
１
回
４
月
の

受
付
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
の
で
期

限
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
請
し
て
も
計
画
変
更
の

要
件
が
す
べ
て
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば

除
外
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま

た
、
過
去
に
除
外
を
さ
れ
、
現
在
農

地
転
用
を
さ
れ
て
い
な
い
土
地
を
お

持
ち
の
人
は
、
新
た
に
申
請
し
て
も

受
理
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
期
間

４
月
１
日(

水)

〜
30
日(

木)

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く

※
受
付
期
間
外
の
申
請
は
、
受
理
で

き
ま
せ
ん

▼
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

▼
受
付
・
問
合
せ
先

役
場
産
業
建
設
課
産
業
振
興
室
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